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y ŶH

]Ý
w�wå

N‹
0L

y^
YH
]Ý
w�
•²
]å
’€̂ L

Š-zË

YÔTá

N�

N	
T
0’
Nû
T}
0W
0_
0�

Š-
zË
YÔ
Tá
•w
0k
0o

w�
fø
Š�
[˜
gN[¶–†NË

0L
0�

0~
0_
^yN‹

0k
0o
mE‘Î•w

•S
0L
0�

0U
0‰
0k
^8
Nû
YÔ
Tá
0k
0o
l8\ö

N€
Nã
Sø

0û

\¡
‘Î
k#
NK
R©

0û

h…
SŸ
Oî
^s
0L
•x
Nû
0U
0Œ
0_
0�

�©y^YH]Ýw�zËQle‡fø™(



（二）
　
設
立
委
員
会
は
資
本
金
額
を
四
〇
万
円
と
決
定
し
た
う
え
で
、

定
款
を
定
め
た
。

そ
し
て
、

こ

の

定
款
が

認
可
を

受
け
た

九
六
年
十
二

月

に
、

株
式
の

募
集
を
お
こ

な
っ

た
。

（三）
　
株
式
の

募
集
に

当
た
っ

て

は
、

県
か
ら
各
市
町
村
に

対
し
て
、

人
口
・

土
地
面
積
・

地
価
を
基
準
に

し
て

算
定
し
た
募
集
勧
誘
の

基
準
を
示

し
た
。

こ

の

結
果
、

好
調
裡
に

株
式
の

募
集
を
お
こ

な
う
こ

と
が
で

き
、

株
式
総
数
二

万
株
か
ら
県
引
受
け
分
六
二

四
二

株
を
控
除
し
た
公
募
株
式

一

万
三

七
五

八
株
に

対
し
て
、

約
二

万
八
〇
〇
〇
株
の

応
募
が
あ
っ

た
。

そ
こ

で
、

設
立
委
員
は
農
工
銀
行
設
立
の

意
図
に

も
と
づ

い

て
、

な
る
べ

く
多
数
の

者
に

株
式
を
配
分
す
る
方
針
を
採
用
し
、

五

株
以
下
の

申
込
み
は
す
べ

て
こ

れ
を
認
め
、

五

株
を
こ

え
る
も
の

に

は

按
分
比
例
に
よ
っ

て

割
り
当
て

た
。

（四）
　
一

八
九
八
年
二

月
に
、

神
奈
川
県
農
工
銀
行
の

創
立
総
会
が
開
か
れ
た
。

翌
三

月
に

設
立
免
許
を
取
得
し
、

五

月
に

第
一

回
の

株
式
払
込
み

が
完
了
し
た
う
え
で
、

前
述
の

よ
う
に

開
業
に
い

た
っ

た
。

（五）
　
設
立
当
初
の

役
員
は
不
明
だ
が
、

第
二

期
営
業
報
告
書
（
一

八
九
八
年
十
二

月
三

十
一

日

）
に

よ
る
と
、

頭
取
に

梅
原
修
平
、

取
締
役
に

岡
野

欣
之
助
・

永
島
亀
代
司
・

原
清
兵
衛
が
就
任
し
て

い

る
。

ま
た
監
査
役
と
し
て
、

原
善
三

郎
・

福
井
直
吉
・

露
木
昌
平
が
名
を
連
ね
、

監
理
官
に
は

神
奈
川
県
書
記
官
李
家
隆
介
（
設
立
委
員
長
）
が
あ
た
り
、

随
時
監
督
し
て
い

た
よ
う
で

あ
る
。

（六）
　
本
店
は
一

八
九
八
年
十
二

月
末
に

新
築
落
成
し
た
が
、

そ
の

場
所
は
横
浜
市
平
沼
町
三

丁
目
三

十
四
番
地
で

あ
っ

た
。

そ
れ
ま
で
は
、

仮
社

屋
が
他
の

場
所
に

あ
っ

た
も
の

と
推
測
さ
れ
る
。

神
奈
川
県
農
工

銀
行

の

経
営
上

の

性

格

ま
ず
は
じ
め
に
、

神
奈
川
県
農
工

銀
行
の

銀
行
資
本
の

構
成
と
資
金
運
用
を
、

同
行
の

貸
借
対
照
表
に

よ
っ

て

分
析
し
て

み
よ
う
。

（一）
　
銀
行
資
本
の

構
成
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神
奈
川
県
農
工
銀
行
の

銀
行
資
本
の

構
成
を
、

五
つ

の

決
算
期
に

つ

い

て

示
し
て

み
る
と
、

表
三
－

六
〇
の

と
お
り
で

あ
る
。

当
時
期

に

お
け
る
銀
行
資
本
に

お
い

て

は
、

株
式
資
本
金
が
中
心
的
な
位
置

を
占
め
て
い

る
。

株
式
資
本
金
四
〇
万
円
の

う
ち
、

当
初
は
二

〇
万

円
の

払
込
み
で

出
発
し
た
同
行
も
、

第
八
期
に

は
全
額
の

払
込
み
を

完
了
し
て
い

る
。

そ
し
て
、

一

九
一

〇
（
明
治
四
十
三

）
年
に
い

た
っ

て
、

よ
う
や
く
倍
額
増
資
を
お
こ

な
っ

て

い

る
。

し
た
が
っ

て
、

そ

れ
ま
で

は
四
〇
万
円
の

株
式
資
本
金
に

農
工

債
券
の

発
行
に

よ
っ

て

得
た
資
金
を
加
え
た
も
の

が
銀
行
資
本
の

主
成
分
と
な
っ

て
い

る
。

こ

の

う
ち
、

農
工

債
券
は
、

表
三
－

六
〇
に

示
さ

れ

て

い

る
よ
う

に
、

第
一

四
期
を
ピ

ー
ク
に

減
少
し
て

お
り
、

代
わ
っ

て
日
本
勧
業

銀
行
代
理
貸
付
基
金
・

年
賦
償
還
貸
付
金
保
証
が
比
較
的
大
き
な
比

重
を
占
め
る
に
い

た
っ

て
い

る
。

一

九
〇
〇
年
の

「
農
工

銀
行
法
」

改
正
に

よ
り
、

一

九
〇
三

年
か
ら
日
本
勧
業
銀
行
の

代
理
貸
付
け
を

お
こ

な
う
こ

と
が
で

き
る
よ
う
に

な
っ

た
の
で
、

農
工

債
券
の

発
行

高
を
減
ら
し
、

勧
業
債
券
の

引
受
け
と
勧
銀
の

代
理
貸
付
け
を
増
加

さ
せ
る
こ

と
に
よ
っ

て
、

銀
行
経
営
の

健
全
性
を
は
か
っ

た
も
の

と

表3－60　神奈川県農工銀行の銀行資本の構成
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